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事案をみてみよう
　被告人Xは，福岡県内において，当時16歳の少女Aが 18歳に満たないことを知

りつつAと性交したことから，福岡県青少年保護育成条例 10条 1項・16条 1項違

反で起訴され，第 1審，控訴審で罰金の有罪判決を受けた。本条例（当時）は，小学

校就学の始期から満18歳に達するまでの者を「青少年」と定義した上で（3条 1項），

「何
なん

人
ぴと

も，青少年に対し，淫行……をしてはならない」と規定し（10条 1項），その違

反者に2年以下の懲役または10万円以下の罰金を科すとしていた（16条 1項）。

　Xは，青少年との性交を一律に「淫行」として処罰する本条例は，結婚を前提とす

る真
しん

摯
し

な合意に基づく性交をも処罰する点で処罰範囲が不当に広すぎ，また「淫行」

の範囲が不明確であるとして，憲法31条
＊1
違反などを理由に上告した。

読み解きポイント

　罪刑法定主義の派生原則として，刑罰法規の明確性の原則と適正性の原則が
ある
＊2
。内容が不明確な刑罰法規や，処罰範囲が不当に広すぎて適正性を欠く刑罰

法規は，憲法31条に違反し無効であると解されている。では，「淫行」を処罰する
本条例10条1項・16条1項は，Xが主張するように，「淫行」の範囲が不明確で，
処罰範囲が不当に広すぎるため，憲法31条に違反し無効であろうか。

判決文を読んでみよう
　「本条例 10 条 1 項，16 条 1 項の規定（以下，両者を併せて『本件各規定』とい

う。）の趣旨は，一般に青少年が，その心身の未成熟や発育程度の不均衡から，精神

的に未だ十分に安定していないため，性行為等によって精神的な痛手を受け易く，ま

た，その痛手からの回復が困難となりがちである等の事情にかんがみ，青少年の健全

な育成を図るため，青少年を対象としてなされる性行為等のうち，その育成を阻害す

るおそれのあるものとして社会通念上非難を受けるべき性質のものを禁止することと

したものであることが明らかであって，右のような本件各規定の趣旨及びその文理等

に徴すると，本条例10条 1項の規定にいう⑴『淫行』とは，広く青少年に対する性
行為一般をいうものと解すべきではなく，①青少年を誘惑し，威迫し，欺

ぎ

罔
もう

し又は困
惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為の
ほか，②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとし
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＊1│憲法 31条
「何人も，法律の定める
手続によらなければ，そ
の生命若

も

しくは自由を奪
はれ，又はその他の刑罰
を科せられない。」

＊2│
Introduction（p.〓）参
照。

か認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。け
だし，右の『淫行』を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは，

『淫らな』性行為を指す『淫行』の用語自体の意義に添わないばかりでなく，例えば

婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行

為等，社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものをも含むこととなって，その

解釈は広きに失することが明らかであり，また，前記『淫行』を目して単に反倫理的

あるいは不純な性行為と解するのでは，犯罪の構成要件として不明確であるとの批判

を免れないのであって，前記の規定の文理から合理的に導き出され得る解釈の範囲内

で，前叙のように限定して解するのを相当とする。このような解釈は通常の判断能力

を有する一般人の理解にも適うものであり，⑵『淫行』の意義を右のように解釈する
ときは，同規定につき処罰の範囲が不当に広過ぎるとも不明確であるともいえないか
ら，本件各規定が憲法31条の規定に違反するものとはいえ」ない

＊3
。

この判決が示したこと

　「淫行」を判決文①と②のように限定解釈すれば，本条例10条1項・16条1項は，
不当に広すぎるとも不明確であるともいえないから，憲法31条に違反しないとした。

解説
Ⅰ．「淫行」の明確性・広範性
　青少年との性行為はすべて「淫行」に含まれると解釈すれば，「淫行」の意味は明

確になる。しかし，そのように解釈すると，処罰範囲が不当に広がって，適正性を欠

くことになる。婚約者との性行為など，処罰すべきでない性行為まで処罰範囲に含ま

れてしまうからである。そこで，本判決は，「淫行」を①と②に限定して解釈し
（Point-1），処罰範囲が広すぎるとする憲法違反の主張を斥

しりぞ

けた
＊4
（Point-2）。

　同時に，本判決は，このように限定して解釈すれば「淫行」は不明確であるともい

えないとして，不明確ゆえに違憲無効であるとの主張も斥けた（Point-2）。

Ⅱ．本判決（多数意見
＊5
）に対する批判

　本判決に対しては，3人もの裁判官から反対意見
＊6
（本条例を違憲無効とする意見）が出

た。すなわち，反対意見によると，本判決の限定解釈は「通常の判断能力を有する一

般人の理解」の及びえないものであるから本条例の規定は不明確であり，また，その

ような解釈は解釈の作業を超えた新たな立法作業であるから許されない
＊7
とされる。さ

らに，本判決の②の解釈に対しても，性行為そのものは自己の性欲を満足させるため

に行われるのが通常であるから，処罰範囲の適切な限定になっていないとの反対意見

が付されている。学説上も，本判決の解釈を疑問視するものが少なくない。
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＊3│本判決の結論
本判決は，Xの行為は
②の場合にあたるとして，
有罪判決を維持した。

＊4│合憲限定解釈
判例は，本判決のように，
処罰範囲を限定的に解
釈することによって，刑
罰法規自体が違憲無効
とされることを回避する
傾向にある。このような
限定解釈を合憲限定解
釈という。合憲限定解釈
により違憲無効の主張
を斥けた判例として，た
とえば，最判平成19・
9・18刑集61巻6号601
頁（広島市暴走族追放
条例事件）がある。

＊5│多数意見
最高裁判所の裁判にお
いて裁判官の意見が分
かれたときには，多数を
占める意見が判決に採
用される。これを多数意
見（または法廷意見）と
いう。

＊6│反対意見
最高裁判所の裁判で裁
判官の多数を占めなか
った意見で，多数意見の
結論に反対するもの。

＊7│
本判決の解釈は，立法
機関である地方議会に
しか作ることができない
はずの条例を，司法機
関である裁判所が解釈
の名目で新たに作り出
すもので，権力分立に反
するから許されない，と
いう意味。
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